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兵庫県労委平成２５年(不)第４号 

 

命 令 書     
 

 

尼崎市 

申 立 人  Ｘ労働組合 

代表者 執行委員長 x1 

 

岡山県倉敷市 

  同    x2 

 

宝塚市 

  同    x1 

 

三重県四日市市 

  同    x3 

 

神戸市中央区 

被申立人  Ｙ株式会社 

代表者 取締役社長 ｙ 

 

上記当事者間の兵庫県労委平成２５年(不)第４号Ｙ不当労働行為救済

申立事件について、当委員会は、平成２７年４月２３日第１４７９回公

益委員会議において、会長公益委員滝澤功治、公益委員正木靖子、同大

内伸哉、同神田榮治、同小南秀夫、同関根由紀、同米田耕士出席し、合

議の上、次のとおり命令する。 
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主  文 

 

１ 被申立人は、申立人x1に対し、平成２５年３月１日から同年７月１

６日までの間の賃金相当額から神戸地方裁判所における仮処分決定に

基づく支払済額を控除した金額を支払わなければならない。 

２ 被申立人は、申立人x1に対し、平成２５年夏季賞与として９０，０

００円を支払わなければならない。 

３ 被申立人は、申立人x1に対し、平成２５年３月１日から同年７月１

６日までの間に欠勤がなかったものとして算定した日数で、平成２６

年年次有給休暇を付与しなければならない。 

４ その余の申立ては棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨 

１ 事案の概要 

本件は、被申立人Ｙ株式会社（以下「会社」という。）が、申立

人x2（以下「ｘ2」という。）が定年退職後も業務係としての再雇用

を希望していたにもかかわらず、内勤サポーター職として再雇用し

たこと（以下「本件再雇用」という。）、申立人x1（以下「x1」とい

う。）及び申立人x3（以下「x3」という。）に対し、それぞれ尼崎営

業所及び四日市営業所から倉敷営業所への転勤を命じたこと（以下

「本件転勤命令」という。）、その後、元の営業所への再転勤を命ず

るまでの間、本件転勤命令に従わなかったx1及びx3を欠勤扱いとし、

当該期間の賃金等を支払わず、年次有給休暇（以下「年休」とい

う。）の日数を削減して付与したことが、それぞれ労働組合法（以

下「労組法」という。）第７条第１号の不利益取扱い及び同条第３

号の支配介入に該当するとして、申立人Ｘ労働組合（以下「組合」

という。）らから救済申立てのあった事案である。 

２ 請求する救済の内容の要旨 

(1) 会社は、ｘ2の定年退職後の再雇用について、次の措置を講じ

なければならない。 
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ア  会社は、ｘ2を倉敷営業所の業務係（乗務員又はタンクロー

リーの運転手）として扱わなければならない。 

イ 会社は、ｘ2に対し、平成２４年１１月２９日付け労働契約

の締結に関して、不利益取扱いがなければ支払われたであろう

賃金相当額と既に支払った賃金額との差額を支払わなければな

らない。 

(2) 会社は、 x1に対し、平成２５年３月１日付け本件転勤命令を

撤回し、同日から同年７月１６日までの間の賃金相当額を支払わ

なければならない。 

(3) 会社は、 x3に対し、平成２５年３月１日付け本件転勤命令を

撤回し、同日から同年８月２２日までの間の賃金相当額を支払わ

なければならない。 

(4) 会社は、 x1に対し、平成２５年夏季賞与として、９０，００

０円を支払わなければならない。 

(5) 会社は、 x3に対し、平成２５年夏季賞与として、８０，００

０円を支払わなければならない。 

(6) 会社は、 x1に対し、平成２６年の年休として２１日を付与し

なければならない。 

(7) 会社は、 x3に対し、平成２６年の年休として２１日を付与し

なければならない。 

(8) 謝罪文の掲示及び手交 

 

第２ 本件の争点 

１ 会社がｘ2を倉敷営業所の業務係として再雇用しなかったことは、

組合の組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に該

当するか。（争点１） 

２ 会社によるx1及びx3に対する平成２５年３月１日付け本件転勤命

令は、組合の組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介

入に該当するか。（争点２） 

３ 会社によるx1及びx3に対する平成２５年夏季賞与の減額及び平成

２６年年休の日数の削減は、組合の組合員に対する不利益取扱い及

び組合に対する支配介入に該当するか。（争点３） 
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第３ 当事者の主張 

１ 会社がｘ2を倉敷営業所の業務係として再雇用しなかったことは、

組合の組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に該

当するか。（争点１） 

(1) 申立人らの主張 

ア 本件再雇用の不利益性 

ｘ2の賃金は、本件再雇用の前に業務係に従事していたとき

は、月額５００，０００円以上であったが、本件再雇用の後は、

週５日、１日３時間（後に４時間）の内勤しか命じられないこ

とによって、月額６０，０００円台ないし７０，０００円台と

なった。このような金額では生活を維持することすら困難であ

ることは明らかであり、ｘ2には、業務係として再雇用されな

かったことにより甚大な不利益が発生している。 

また、業務係を希望する者に内勤しか命じないこと自体が、

精神的に苦痛を与える不利益処分である。 

イ 求償拒否が、労働組合の行為であること 

組合は、労働に従事する過程において通常求められている注

意義務を尽くしていれば、日常的に発生する損害については、

賠償義務は発生しないとの立場であり、ｘ2が求償に応じなか

ったのは、この組合の立場に則したもので、会社もそのことを

認識していた。 

ウ 業務係に再雇用されなかったことについて合理性がないこと 

(ｱ) ｘ 2を業務係としなかったことについて 

ｘ2は、倉敷営業所に業務係として赴任後、平成２３年２

月１８日に事故（以下｢本件事故｣という。）を発生させるま

で、大きな事故を発生させたことはなく、この間に会社から

優秀ドライバーとして２度の表彰を受けている。 

また、本件事故後も、会社の地方安全衛生委員会で決定

された安全教育を受けて乗務を再開しており、同年９月９

日に下車勤務を命じられるまで問題を起こしていない。 

これらの事実からすれば、ｘ2には業務係としての適性を



- 5 - 

 

十分に認めることができる。 

(ｲ) 本件事故について 

平成１６年９月１９日にタンクローリーの横転事故、平

成１９年８月３０日及び平成２０年２月１３日に接触事故

を起こしている元従業員のＡ（以下「Ａ」という。）が、定

年退職後、業務係として再雇用されていることからすると、

ｘ2が本件事故を起こしたという一事をもって、再雇用後乗

務させることは困難であるということはできない。 

(ｳ ) 会社の就業規則によると、求償に応じなければならない

のは、「故意または重大な過失」による場合だが、本件事故

では「故意または重大な過失」がないため、ｘ2には求償に

応じる義務はない。 

(ｴ ) 業務上の指示命令に従わなければならないと定める就業

規則の規定は一般的な規定にすぎず、これが直ちに誓約書

提出義務の根拠となるものではない。 

誓約書の内容は、現行の就業規則に明確に規定されてい

ない服務規律を守る内容であり、しかもその中には、包括

的で一義的でない表現が含まれていること、従前から会社

と組合との間に複数の労使紛争が存在していること、ｘ2、

x3及び組合の組合員であるＢ（以下「Ｂ」という。）につい

て求償金支払義務の存否をめぐり組合と会社との間で紛争

が生じていることからすれば、誓約書の運用いかんでは労

働契約の変更につながるおそれがある。 

(ｵ) ｘ 2には、業務係として稼働することが困難となるような

健康状態の問題はない。 

会社は、ｘ2の健康状態が業務係として稼働することに支

障があるかのように主張するが、それがいったいどの程度の

ものであったのかということを主張していない。 

会社は、これまで再雇用に際して、対象者に対し、その健

康状態について特段の資料提供などを求めたことはなく、ｘ

2についてもそうした要請はなかった。 

(ｶ) ｘ 2が特定作業資格証を喪失したのは、会社が講習の受講
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を禁止したからである。会社内では、これまで管理職になっ

たことにより特定作業資格証を喪失した者であっても、再度、

講習を受けることで、特定作業資格を回復させている。ｘ2

だけがそうしたことができないという理由はない｡ｘ2が、特

定作業資格を回復することは容易なことである。 

(ｷ ) これまで会社において、業務係として定年後の再雇用を

希望したものは全て業務係として再雇用されており、再雇

用が拒否されたという事例、あるいは、業務係を希望しな

がら内勤サポーター職としてしか再雇用されなかったとい

う事例はない。 

エ 会社には組合嫌悪の意図があること 

(ｱ) ｙ（以下「ｙ」という。）は、Ｃ株式会社Ｄ社（現在は、

Ｃ株式会社（以下「Ｃ株式会社」という。）に変更）から、

会社の「事故不祥事」の削減及び赤字体質の改善を目的に

派遣された。 

ｙの組合に対する認識は、①組合及び組合の組合員が、現

在の会社の経営環境からすれば到底実現できないような賃金

や一時金の要望をし、経費の削減についてもコスト意識はな

い、②これまで会社が組合に対しあたかも腫れ物に触るよう

な状態で接し、賃金や賞与などの交渉においても、会社が大

幅に譲歩するようになっていた、③組合及び組合の組合員が、

事故を惹起した従業員に作業手順の遺漏等の原因が明らかで

あっても、個人の責任を認めることはまれであり、コスト意

識を持つという感覚は全くなく、いかなる場合も、組合の方

針が最優先されている状態であった、というものであり、ｙ

は、かかる状況を変えようとしている。 

(ｲ ) ｙの就任後、組合と会社との間には多数の紛争が発生し

ている。その中には、裁判において、会社の発した転勤命

令が無効と判断されたもの、多額の賃金支払が会社に命じ

られたもの、会社の行為が不当労働行為であると判断され

たものがある。 

(ｳ) 会社は、ｘ2に対し、説得行為として社会通念上許容され
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る範囲を逸脱して求償及び誓約書の提出を執拗に求めてい

た。 

(ｴ) 以上のことから、会社は、組合活動を嫌悪していた。 

オ 小括 

以上のとおり、会社は、ｘ2が組合の組合員であること、又

は、労働組合の正当な行為を行ったことから、業務係として再

雇用しなかったものであり、これは、労組法第７条第１号の不

利益取扱いに該当する。 

また、会社が、ｘ2に対し、誓約書の提出及び求償の支払を

求め続け、これを拒否したｘ2に対し、業務係としての再雇用

を拒否し、大幅に低下した労働条件での再雇用契約を押し付け

た行為は、組合に加入し、組合の指示に従った活動を行うと、

再雇用時の労働条件が悪くなるとの見せしめで行われたもので

あり、他の組合員を萎縮させ、また、組合員の組合に対する信

頼喪失につながるものであり、組合弱体化を図った労組法第７

条第３号の支配介入にも該当する。 

(2) 会社の主張 

ア 本件再雇用の不利益性がないこと 

ｘ2が、内勤サポーター職として本件再雇用契約を締結した

ことは何ら不当ではなく、その契約条件も不当ではなく、不利

益取扱いには当たらない。ｘ2が他の再雇用されている者と比

較して特段の不利益を受けている事実がないことは、他の再雇

用されている者の労働契約の内容と比較しても明らかである。

ｘ2については、勤務時間の延長措置のほか、高年齢雇用継続

給付金の支給も受けており、定年退職後の雇用形態として、会

社が特段の不利益を与えている事実はない。 

イ 求償拒否が労働組合の行為でないこと 

ｘ2の求償拒否は、会社が適法かつ有効に行った求償に対し、

支払を理由なく拒否したというものであり、労働条件の維持改

善その他の経済的地位の向上を目指して行うものではなく、組

合の自主的、民主的運営を志向する意思表明行為であると評価

することなどできないので、労組法第７条第１号の「労働組合



- 8 - 

 

の正当な行為」には当たらない。 

ウ 業務係として再雇用しなかったことの合理性 

(ｱ) ｘ2を業務係としなかったことについて 

そもそも、使用者が定年退職後の労働者と再雇用契約を

行うに当たっては、人事権に基づいて広い裁量が認められ

るものであるし、被申立人会社における定年後の再雇用制

度についても、採用の公平を図るため、マスター制度ガイ

ドラインを定め、対象者の所属労働組合に関係なく、再雇

用契約の内容を定めている。このガイドラインの内容は、

社内の説明会や個別の説明で従業員に周知している。 

会社が従業員を定年退職後、再雇用する際、ｘ2以外の者

についても、タンクローリーに乗務させず、構内勤務に従

事させるという内容で契約を締結することがある。構内勤

務を内容とする再雇用契約は、ｘ2だけに恣意的に行われて

いるのではなく、マスター制度ガイドラインに従って公平

に行われている。 

(ｲ) 本件事故について 

ｘ2が、本件再雇用契約時、業務内容が乗務できない内勤

サポーター職となっているのは、ｘ2がタンクローリーを大

破させる重大な事故を惹起しているにもかかわらず、会社

が推進する安全推進策に反する態度をとったからである。 

(ｳ) 求償に応じないこと 

ａ 重大な過失があったこと 

ｘ2の惹起した事故は、キャビンを大破させる重大な結

果を、十分な前方確認と車間距離を確保せずに惹起させた

というものであり、重大な過失が認められることは明らか

である。 

ｂ 求償の金額は低額であること 

会社がｘ2に対し請求した求償額は、３６，０００円で

あり、事故で生じた直接損害額である約１，８００，００

０円や、会社が保険を適用した際に自己負担した金額であ

る１２０，０００円と比較しても特段大きな金額ではない。
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求償額の算定は、会社が負担した金額の３分の１程度にと

どめており、対象者に過度の負担を負わせない適正なもの

である。また、ほかの求償に応じた従業員と比較しても、

ｘ2に対してのみ高額の求償を行っているわけではない。 

会社は、申立人ら各人に対し、求償内容について説明す

る準備があったが、ｘ2は、組合に対応を一任し、求償に

は一切応じないとのスタンスをとったため、説明をする機

会もなかった。 

(ｴ) 誓約書の不提出 

会社は、安全運転の推進を図るため、誓約書の提出を全

従業員に指示した。誓約書は、会社が荷主であるＣ株式会

社から「事故不祥事」の減少を強く求められる状況の下、

業務係一人一人の安全に対する心構えを重視し、初心に立

ち返って安全に対する意識を高めてもらうため、導入され

たものである。 

誓約書は、全従業員を名宛人として提出を求めたもので

あり、ｘ2や組合員だけを狙い打ちして提出を求めたもので

はない。また、会社は、誓約書の提出を求める意味や目的

について、子細に説明してきた。 

誓約書の内容は、会社員として最低限のルールを守るべ

きことしか記載されておらず、ｘ2自身も、この内容を守っ

ており、また、その記載内容に不利益を課される内容はな

い旨述べている。したがって、この誓約書を根拠に、従業

員に新たな義務や不利益を生じさせるものではない。 

ところが、ｘ2は、会社の再三の指示にもかかわらず、事

故後も誓約書の提出に応じなかった。 

(ｵ) ｘ2の健康状態に不安があること 

本件再雇用契約時の業務内容に乗務が含まれないのは、

ｘ2から頚肩腕症候群に罹患している旨の診断書が提出され、

再雇用オファーシートにもその旨の記載があったことから、

健康上の不安があったからである。 

(ｶ) 特定作業資格証の喪失 
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ｘ 2は、荷主であるＣ株式会社が発行する特定作業資格証

を喪失しており、乗務を内容とする再雇用契約は締結する

ことができなかった。 

エ 支配介入に該当しないこと 

会社のｘ2に対する誓約書の提出指示や求償金の支払指示だ

けでなく、本件再雇用契約の締結も、組合と全く無関係に行わ

れており、その自主性や団結力等を損なうものではない。した

がって、会社のｘ2に対する措置からは、組合の組織運営に対

する干渉や組合の弱体化は導かれない。 

２ 会社によるx1及びx3に対する平成２５年３月１日付け本件転勤命

令は、組合の組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介

入に該当するか。（争点２） 

(1) 申立人らの主張 

ア 本件転勤命令の不利益性 

本件転勤命令は、以下のとおり、組合活動上及び生活上も重

大な不利益がある。 

(ｱ) 組合活動上の不利益 

x1は、組合の非専従の書記長として、尼崎営業所に主た

る事務所を有する組合の活動において中心的な役割を果た

してきた。特に尼崎営業所を交渉場所とする会社との交渉

はもちろん、会社との間で生じた数多くの紛争に関する組

合側の実務処理のほとんどを行い、多くの事件で証人とな

るなど組合の活動の中核を担ってきた。そのため、 x1が、

組合の主たる事務所がある尼崎営業所やこれらの事件の管

轄権を有する神戸地方裁判所あるいは兵庫県労働委員会か

ら遠方の営業所に転勤となることは、組合活動上の大きな

不利益となる。 

x3は、組合四日市分会の非専従の書記次長として同分会

の組合活動の中心を担い、同分会が会社に提出する書面の

作成を行い、職場交渉の中心となっており、 x3が倉敷営業

所に転勤すると、同分会の弱体化は避けられず、その不利

益は大きい。 
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(ｲ) 生活上の不利益 

x1は、本件転勤命令を発令された当時、父親が膀胱がん

に罹患し、 x1がその面倒を見なければならない状況にあっ

たことなどから、倉敷営業所へ転勤すると、 x1の生活上の

不利益は極めて大きいものであった。 

x3は、下車勤務を命じられた平成２３年９月当時、別居

している妻が、勤務先を退職して四日市で同居することを

予定していたため、倉敷営業所へ転勤すると、四日市での

同居ができず、生活上も不利益があった。 

イ 不当労働行為意思 

(ｱ ) x1は、ア (ｱ )で述べたように、組合の書記長として、組合

の実務を取り仕切る中心人物であり、会社も、 x1がそうし

た役割を果たしていることを十分に認識している。 

会社には、こうしたx1の組合活動に対する報復として、か

つ、会社に対する組合の抵抗力を奪うために、x1を遠方の営

業所に追いやる意図があった。 

(ｲ ) x3は、組合の方針に従って誓約書の提出や求償には応じ

ず、これに対して会社がx3を下車勤務にしたことについて、

x3が、組合の方針の下、下車勤務命令の無効確認のみなら

ず会社及びｙに対する損害賠償請求を行っていたことから、

会社には、x3に対し更なる圧力を掛ける意図があった。 

 (ｳ ) 本件転勤命令が組合に着目したものであることは、会社

自身が認めている。平成２５年１月末頃、 x1及び x3は、そ

れぞれ所属の営業所長から、本件転勤命令を告げられたが、

その際、 x1及び x3を転勤の対象としたことの理由の一つと

して、労働組合間のパワーバランス、すなわち倉敷営業所

の業務係の多くが組合の組合員であるからということを挙

げている。 

会社自身、 x1及び x3が、組合の組合員であることに着目

して、転勤の対象者に決定したことを認めており、これだ

けで、組合の組合員の故をもって不利益取扱いしたことは

明らかである。 
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な お 、 会 社 は 、 Ｅ 労 働 組 合 （ 以 下 「 Ｅ 労 働 組 合 」 と い

う。）との間で、転勤命令に応じることを事前に合意するこ

とを条件に、Ｅ労働組合の各組合員に対し、４０，０００

円と、実際に転勤となった際の特別手当を支給するとの労

働協約を締結しているところ、組合は、そのような労働協

約の締結を拒否している。会社は、Ｅ労働組合との労働協

約に基づき４０，０００円の支給を受けた者の中から、転

勤を命じることのできる業務係を探すことができるはずで

あるし、経営者の態度としてはそれこそが合理的である。

それにもかかわらず、会社は、Ｅ労働組合から転勤対象者

を出すことを選ばず、組合の組合員に執着しており、この

点からも不当な動機、目的が読み取れる。 

ウ 本件転勤命令に合理性がないこと 

会社は、組合の組合員らが仮処分命令の申立てを行うなどし

て転勤を拒否し続けていたことから、あえて組合の組合員であ

るx1及びx3に対し倉敷営業所への転勤を命じたとするが、組合

の組合員が法的手続をとったことをもって、その後の転勤命令

の対象者を組合の組合員から選定する積極的な理由とはなり得

ない。 

エ 本件転勤命令後の不利益な取扱い 

x1及びx3が、本件転勤命令後、元の職場への再転勤命令を受

けるまでの期間、会社は、x1及びx3を欠勤扱いし、倉敷営業所

への転勤命令期間中につき、x1については平成２５年３月１日

から同年７月１６日まで約５か月間、x3については同年３月１

日から同年８月２２日まで約６か月間の各賃金が支払われなか

った。 

x1は月額平均約４４０，０００円の、x3は月額平均約４９０，

０００円の各賃金を得ていたところ、上記期間中、賃金が全く

支払われず、重大な不利益を被った。 

オ 以上のとおり、本件転勤命令は、x1及びx3の組合活動に対す

る報復、組合の弱体化という不当な動機、意図に基づきなされ

たものであり、労組法第７条第１号の不利益取扱いであり、同
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時に、組合に対する同条第３号の支配介入に該当する。 

(2) 会社の主張 

ア 本件転勤命令の不利益性 

(ｱ) 組合活動上の不利益がないこと 

x1は、これまで組合の執行委員長に就任した事実はなく、

x1が尼崎営業所を離れることで組合活動に重大な支障が生

じるとは思えない。また、 x1に命じられたのは、尼崎営業

所から倉敷営業所への転勤であり、両営業所の距離は鉄道

で２時間程度の距離であって、殊更に遠方に転勤している

とはいえないし ､仮に遠方であったとしても ､代理人弁護士

がついていることや x1本人が証人として出頭する必要があ

るのは、一つの係属事件でも１日程度であり、この転勤に

より訴訟遂行が困難になるとは考えられない。なお､組合と

会社との間の文書のやり取りは、ほとんどがファクシミリ

か郵送を用いてなされており、 x1自身が会社の本社に出向

く必要はない。 

x3は、平成２４年の時点では組合内で役職を有しておら

ず、平成２５年になって、新たに作られた分会書記次長の

役職を与えられたものであり、常に組合活動の中心にいた

のではなく、最近になって役職を得たものにすぎない。ま

た、自らの転勤をめぐる重要なテーマが扱われている際も

含めて、団体交渉には参加しておらず、組合において、 x3

が転勤を受けることで、その活動に支障が生じることは到

底考えられない｡なお、組合は、新しい役職を増やして構成

員の全員に組合における役職を与えている。 

(ｲ) 生活上の不利益がないこと 

会社は、これまで、x1を含む業務係に対し、転勤に関する

アンケートを実施するなど、意見聴取に尽力してきたのに

もかかわらず、 x1は自身の事情を全く明かさなかった。 x1

の宝塚市に在住する父親が、膀胱がんに罹患して手術が予

定されていることなどの事情は、転勤後の仮処分命令手続

で初めて明かされた事実である。 
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またこの事実を知った後、会社が、転勤について、x1の家

族に関する問題も含めて協議するため、 x1を複数回にわた

って呼び出したが、x1はこれを一切拒否した。 

x3は、四日市営業所に再転勤を命じられ、従前どおり同営

業所において勤務していくことが決まった現在においても、

妻と同居していない。したがって、倉敷営業所への転勤を

命じられたとしても､生活上の不利益があったとは考えられ

ない。 

イ 本件転勤命令の合理性 

(ｱ) 倉敷営業所への転勤の必要性 

ａ 尼崎営業所の状況 

尼崎営業所においては、余剰人員が常時２人ないし４人

おり、同営業所の人員を人手の足りない倉敷営業所へ転勤

させる必要があった。 

尼崎営業所では、Ｃ株式会社から供給される業務量に比

して人員が多いため、過去５年程度、赤字の状態が継続し

ており、同営業所における労務費の比率は極めて高い状態

にあり、本件転勤命令当時、Ｃ株式会社の主導の下、事業

規模の縮小の方向に向かっていた。 

また、関西エリアでのガス需要が低迷し、当面回復の見

込みがない状態であるとの説明がＣ株式会社からもあり、

同営業所の余剰人員を転勤させる必要があった。 

ｂ 四日市営業所の状況 

四日市営業所も、尼崎営業所と同様に、常時２人ないし

４人の余剰人員がおり、Ｃ株式会社より供給される業務量

に比して人員が多いことから、過去５年程度、赤字の状態

が継続しており、四日市営業所の労務費の比率は極めて高

い数値となっていた。 

同営業所の人員を転勤させることも、Ｃ株式会社の意向

に沿うものであった。 

ｃ 倉敷営業所の状況 

倉敷営業所へは、従前から人員を転勤させる必要があり、
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本件転勤命令以前の倉敷営業所と新居浜営業所の過去３年

間の１人１か月当たりの総労働時間は、他の営業所より長

いものであった。 

特に倉敷営業所では、平成２４年に、業務係が長時間労

働により、体調不良になったとして、医師の面接指導を受

けたことがあり、同営業所では、疲労蓄積度の自己診断チ

ェックを、全従業員を対象に実施している状況にあったし、

本来、営業所を離れるべきではない管理職が運行に従事し

なければならない事態が特に顕著に発生しており、このよ

うな事態を早期に解消する必要があった。 

他方、四日市営業所、尼崎営業所においては、１人１か

月当たりの総労働時間が短かった。 

また、荷主であるＣ株式会社からは、倉敷に所在する液

化ガス精製会社の事業拡大の計画に対応するなどの理由に

より、中四国地区の配送体制の増強が望まれていた。 

このような状況の下、新居浜営業所へは、Ｅ労働組合

の組合員が配転されており、残りの倉敷営業所への人員

の配転が必要となっていた。 

(ｲ) 人選の合理性 

ａ  会社は、転勤命令の際に、事前に全業務係に対し、転

勤の必要性を説明し、個別の従業員の内情にまで調査を行

うという方針で臨んでおり、これまでも事前の調査に応じ

たＥ労働組合の組合員や、いずれの労働組合にも属さない

従業員（以下「非組合員」という。）には、個々の従業員

の意思を尊重しながら転勤を行ってきた。しかし、組合は

全ての転勤に応じないとする姿勢を示しており、そのため、

組合の組合員からは事前に事情聴取を行えず、会社が適任

と考える者に対し転勤命令をせざるを得なかった。 

ｂ  転勤命令の対象候補者は、人員に余剰のある尼崎営業

所及び四日市営業所の業務係のうちから、①「扶養手当

を申請している者」、②「配偶者と同居している者」、③

「病気療養中の者」を対象者から除外して、人選を行っ
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た。 

これらの基準を設けたのは、家族関係や本人の健康に対

する影響ができるだけ小さい者を選ぶという趣旨による

ものであった。健康状態や、同居家族との生活の存在は、

転勤に当たって生じる不利益を考慮する上で第一義的に

検討を要すべき事項であり、 x1及び x3が主張する転勤に

応じられない事情よりも優先されるべき事項である。 

また、「既に転勤に応じているＥ労働組合組合員及び非

組合員」も対象者から除外した。これは、既に転勤に応

じているＥ労働組合の組合員や非組合員から対象者を選

出すれば、これらの者だけに過大な負担を負わせること

になり、かえって組合間差別が生じてしまうためである。 

ｃ  申立人らは、x1及び x3は、それぞれ組合内で重要な役

割を担っており、この事情からも転勤に応じられない旨

主張するが、会社は、対象者の組合内の活動や地位に注

目せず、転勤に当たっての影響が小さいか否かの基準に

より選出している。これは、Ｅ労働組合の委員長である

Ｆ（以下「Ｆ委員長」という。）が転勤に応じている事実

からも、明らかである。申立人らの労働組合活動を理由

に、 x1及び x3を転勤の対象者から除外するのであれば、

Ｆ委員長が転勤に応じていることからすると、労働組合

間で差別が生じてしまう。 

(ｳ) 尼崎営業所及び四日市営業所への再転勤 

会社は、平成２５年７月１６日、x1に対し、団体交渉の席

上において、尼崎営業所への転勤を命じた。これは、同営

業所の管轄内に所在している取引先が、従前は別の運送会

社からガスの搬送充填を受けていたところ、この運送会社

がトラブルを起こしたために、その企業が今後は、以前同

所へのガスの搬送充填を担当した実績のある会社を希望し

たため、急きょ、ある程度の経験を有する業務係をこの業

務に担当させる必要が生じたためである。 

一方、x3は、同年８月２３日、四日市営業所への転勤とさ
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れたが、この措置も、同営業所の業務が増大傾向となって

きたことからなされたものである。 

３ 会社によるx1及びx3に対する平成２５年夏季賞与の減額及び平成

２６年年休の日数の削減は、組合の組合員に対する不利益取扱い及

び組合に対する支配介入に該当するか。（争点３） 

(1) 申立人らの主張 

ア 平成２５年夏季賞与 

一律２６０，０００円支給とされていた平成２５年夏季賞与

について、会社が、x1にあっては９０，０００円の、x3にあっ

ては８０，０００円の各欠勤減額を行った。 

これは、会社が不当労働行為意思に基づき行ったものであり、

労組法第７条第１号の不利益取扱いに該当する。 

イ 年休の日数の削減 

x1及びx3は、平成２６年１月１日に、２１日の年休の日数が

あるはずであるところ、会社は、x1が７７日の、x3が９９日の

各欠勤をしたとして、それぞれ８日、６日の年休の日数しか付

与しなかった。 

年休の日数が減ることの不利益性は明らかであるが、x1は組

合の書記長として、x3は民事訴訟の当事者として、組合活動の

ために年休の利用を必要とするところ、この活動を行う上でも

重大な不利益を被っている。 

これは、会社が、不当労働行為意思に基づき行ったものであ

り、労組法第７条第１号の不利益取扱いに該当する。 

ウ 支配介入 

x1及びx3に対する欠勤減額と年休の付与日数の削減は、支配

介入と構成されるべき違法な転勤が有効であることを前提とし

てなされている。これは支配介入の効果を維持することを意図

してなされるものであり、そのこと自体が、組合を弱体化させ

るものとして、労組法第７条第３号の支配介入に該当する。 

(2) 会社の主張 

ア  平成２５年夏季賞与が、x1及び x3について、それぞれ９０，

０００円と８０，０００円の減額がなされていることについ
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ては、 x1及び x3は、会社による本件転勤命令を無視し、転勤

後の勤務地に出勤しなかったため、この勤務日を欠勤扱いと

して賞与額を算定したものである。 

イ  年休の日数の削減については、所定労働日の出勤日数が８

割に満たない場合でも、出勤率に応じて年休が付与される場

合があるところ、x1の出勤率は６７パーセント、 x3の出勤率

は５８パーセントであったことから、就業規則第３９条第２

項の表に従い、それぞれ８日、６日の年休の日数となったも

のである。 

 

第４ 認定した事実 

１ 当事者 

(1) 組合 

組合は、会社の従業員によって組織される労働組合で、Ｇ労働

組合の支部組織である。 

組合は、会社に所在する各営業所において､それぞれ分会を組

織し、尼崎営業所敷地内に主たる事務所を設置している。 

結審時の組合員数は３１人である。 

(2) ｘ2 

ｘ 2は、平成１８年１月５日に会社の新居浜営業所の管理職候

補として採用され、その後、倉敷営業所の業務係となり、平成２

０年３月から組合の組合員である。 

ｘ2は、平成２４年１１月末に会社を定年退職となり、同年１

２月１日から、勤務が週５日、１日３時間の内勤サポーター職と

いう内容の労働契約を締結し、倉敷営業所で勤務している。なお、

平成２５年６月から勤務は、週５日、１日４時間となっている。

（第１回審問ｘ2陳述ｐ１６～１７） 

ｘ2は、平成２０年及び平成２１年に、会社から無事故１年間

達成の表彰を受けている。（甲７５） 

(3) x1 

x1は、平成１７年１月５日、会社の尼崎営業所業務係として採

用され、以後、同所において勤務してきた。また、x1は、組合の
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組合員であり、平成１９年１０月から組合の書記長として、組合

の実務を取り仕切り、組合や組合員が当事者となる民事事件や不

当労働行為事件において神戸地方裁判所や当委員会に出向くなど、

組合活動の中心人物である。なお、平成２６年１０月１日から執

行委員長となっている。 

(4) x3 

x3は、平成１７年１月１７日に会社に四日市営業所のアルバイ

ト業務係として採用され、同年４月１日に正社員となり、会社の

四日市営業所で勤務してきた。また、x3は、組合の組合員であり、

平成２４年１１月に開催された組合の拡大役員会から、四日市分

会の書記次長となっている。 

(5) 会社 

会社は、昭和４３年６月に特定貨物自動車運送業を目的として

設立され、神戸の本社以外に新潟営業所、四日市営業所、尼崎営

業所、姫路営業所、倉敷営業所及び新居浜営業所を開設しており、

結審時の従業員数は、７２人である。 

会社は、Ｃ株式会社の１００パーセント出資子会社であり、Ｃ

株式会社の高圧ガスローリー運搬のみを行っている。 

なお、会社には、組合のほか、Ｅ労働組合（結審時の組合員数

１２人）がある。 

２ ｙの社長就任とその後の経営改善への取組 

(1) ｙは、平成１８年１月、「事故不祥事」の削減と赤字体質から

の脱却を目的として、外部から会社の社長に就任した。（乙８

９） 

(2) ｙは、社長就任後、安全推進のため、①地方安全衛生委員会

を定期的に開催するなどの「事故不祥事」への対応、②運行管理

の徹底、③研修の充実、④就業規則に定める事故によって会社に

損害が発生した場合の求償の運用の整備などの対策を行い、また、

赤字体質の改善のため、①労務費の適正化、②購買ルールの確立、

③燃料購入方法の変更などの対策を行ってきた。（乙８９） 

３ 労使紛争の経緯 

ｙの社長就任以降、組合と会社との間で、多くの労使紛争が生じ
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てきた。その主たるものは、賞与の支給における組合員とＥ労働組

合ないし非組合員との差別が不当労働行為となるかどうかをめぐる

ものであるが、当委員会では、平成２１年春闘以降の団体交渉につ

いて不誠実な団体交渉態度であったとし、救済命令を発した以外は、

不当労働行為の成立を認めていない（平成２１年（不）第１４号事

件）。また、団体交渉拒否事件において、関与和解が成立したもの

もある（平成２５年（不）第６号事件）。 

このほか、組合または組合員から裁判所に民事訴訟を提起した事

件もあり、平成２４年２月１１日付けの転勤命令を無効としたもの

（神戸地方裁判所平成２３年（ヨ）第９０１５号仮処分命令申立事

件）、事故後に求償に応じず、かつ誓約書を提出しないことを理由

に出された下車勤務命令（ｘ2に対するものも含む。）を無効とし

たもの（神戸地方裁判所平成２４年（ヨ）第９００１号仮処分命令

申立事件）などがある。 

なかでも大阪高等裁判所は、平成２６年１０月１７日、ｘ2、x3

及びＢには誓約書提出義務も求償金支払義務もなく、ｘ2がこれら

を拒否したのは正当な組合活動であって、下車勤務命令は不当労働

行為として無効であるとして、会社に対し、差額賃金全部の支払を

命じた上、ｙの行為は説得行為として社会通念上許容される範囲を

逸脱しているとして、会社及びｙに対し、ｘ2に５００，０００円、

x3及びＢに各３００，０００円を支払うよう命じた（大阪高等裁判

所平成２６年（ネ）第６４０号賃金等請求控訴事件、平成２６年

（ネ）第１１１２号賃金等請求附帯控訴事件）。 

また､本件転勤命令に関しても、これを無効とする仮処分決定及

びこれに従わないx1らに対する賃金の仮払いを命じる決定が出され

ている（神戸地方裁判所平成２５年（ヨ）第９００１号仮処分命令

申立事件、神戸地方裁判所平成２５年（ヨ）第９００４号仮処分命

令申立事件）。 

４ 本件再雇用 

(1) 会社における再雇用制度 

会社は、定年後の再雇用について、平成２０年３月にマスター

制度ガイドラインを定め、その内容を説明会や個別の説明で従業
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員に周知し、各営業所に備え付けている。 

このガイドラインによると、選考基準は、正社員が対象で、①

通常勤務に耐えられる健康状態にあること、②過去３年の人事考

課に特に問題がないこと、③職務に必要な資格及び経験を有して

いることとされている。 

職務区分は、管理職であるライン職、実務を担当するエキスパ

ート職、実務担当者のサポートを行う内勤サポーター職に分かれ

ており、モデル年収は、ライン職が４，２００，０００円から４，

８００，０００円まで、エキスパート職が１，８００，０００円

から３，０００，０００円まで、内勤サポーター職が１，２００，

０００円であり、再雇用時の業務内容は、定年年齢到達時の職種

を基本としつつも、会社が業務内容を決定した上で対象者に対し

提案を行うこととされている。 

（乙４０） 

(2) 本件事故 

ア 平成２３年２月１８日、ｘ2は、前方のトラックに積載して

いた電柱に衝突するという本件事故を起こした。 

本件事故の処理に関して会社が支出した費用は、相手方への

損害賠償、ｘ2車の修理に要した費用等の直接費用が１，８３

６，３４５円、現場検分、謝罪、会議開催等の間接費用が６５

７，１６０円の合計２，４９３，５０５円であった。（乙１６、

１８、１９）ただし、保険が適用された結果、会社が自己負担

した金額は１２０，０００円である。（乙９０） 

イ 同月２２日、会社の地方安全衛生委員会は、ｘ2について、

①車間距離トレーニング、②側乗指導、③ＫＹ（危険予知）報

告活動を行うことを決定した。それらの実施の後、数週間後か

らｘ2は乗務を再開した。（甲１８、乙８、第１回審問ｘ2陳述

ｐ８） 

(3) 会社における求償制度 

会社の就業規則第９条では、「従業員は故意又は重大な過失に

より、会社に損害を及ぼし、会社がこれに対し弁償を要求した場

合は、速やかに弁償しなければならない。但し、これによって第
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５３条（懲戒）の制裁を免れるものではない。」と規定されてい

る。 

平成２３年２月４日、会社は、全従業員に対し、「事故不祥事

惹起の際の取扱いについて」と題する文書で、旧来あいまいであ

った就業規則第９条の取扱いについて、「①当該事故不祥事が、

当事者の故意や重大な過失により生じた場合、②当該事故不祥事

の発生が重大な過失に起因するものでなくとも、当該事故以前に、

同一当事者が同一の原因で事故等を重ねた場合、③当該事故不祥

事が上記①及び②以外の過失により生じた場合であっても、当該

事故等がＢＩＳ、Ｄ社ゴールデンルール、Ｙ安全運転７ケ条に反

したことにより生じた場合」に、「原則として民法等の各種法規

及び過去の裁判例の基準の範囲内で会社が請求することが相当と

判断する金額を請求」すること、「本施策は同日以降発生した事

故不祥事等から適用」すること等を通知した。また、この文書で

は、重大な過失について、「結果の予見がきわめて容易な場合や、

著しい注意義務違反により結果の予見や回避をしないことを指し

ます。具体的には、信号無視、酒気帯び運転、概ね３０ｋｍ／ｈ

以上の速度超過の場合等を指します。」とされていた。（甲１４、

乙１３、１４） 

(4) 本件事故から本件再雇用までの経緯 

ア  平成２３年４月１１日、会社は、本件事故については、左

折中の前車が停車することを十分予見できたはずであるのに

これを怠ったものであり、衝突を避けることができない程度

に短い車間距離で自車を走行させ、ブレーキを掛けたが間に

合わずに衝突したもので、ｘ2の過失は重大であると考え、本

件事故の処理、解決に要した費用が修理費用等を含めて２，

４９３，５０５円のうち（乙１６、８９）、３６，０００円

の求償を決定し、同人に対し、その旨通知した。（乙１７） 

イ  同年５月１１日、組合は、会社に対し、業務上における事

故に関連して会社から求償を求められ、従業員が求償額を支

払った慣行は存在しない旨通知し、ｘ2も、会社に対し、求償

額の支払を拒否する旨通知した。（甲２２、２３） 
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ウ  同年６月５日、ｙは、会社の本社でｘ2と面談し、求償金の

支払と誓約書の提出を求め（甲９）、さらに同月１４日、倉敷

営業所を訪れ、ｘ2に対し求償金の支払を求めた。これに対し、

ｘ2が、そのような話は組合を通じて言ってほしいと返事した

ところ、ｙは、この支払は就業規則の決まりであり、組合とは

関係ない旨述べた。（甲６５） 

エ 同年８月２２日、会社は、全従業員に対し、同月２６日まで

に「安全推進に関する誓約書」を提出するよう通知した。この

通知の中で、会社は、誓約書の提出を求める趣旨として、「今

回誓約書の提出をお願いするのは、皆さんに一層の自覚を促す

ことと、お客様であるＤ社に従前同様に安心して当社に仕事を

発注してもらう為に欠かせないことと判断したからです。内容

は、安全推進に限定し、皆さんの生活や思想信条にかかわる事

項はありません。」等とし、親会社からの要請であることを示

していた。 

また、当該誓約書の内容は、以下のとおりであった。 

「私は、Ｙ株式会社との雇用契約期間中に業務係りとして仕

事をするときは、コンプライアンスと事故不祥事を起こさない

事を目的に以下の事柄を守ります。 

・仕入れ充填作業含む運行は、会社、荷主、顧客先が定める諸

規則のとおりに行います。 

・通勤時を含め、車両運転中は交通諸法規を守り、安全運転を

行います。 

・ＫＹヒヤリハット活動など、自ら進んで安全推進に取り組み

ます。 

・トラブル発生の時は、すぐに報告、連絡、相談を行います。 

・その他会社の安全推進上の施策や指示は誠実に行います。」

（乙２０、２１） 

オ 同月２４日、組合は、会社に対し、平成２３年夏季一時金の

Ｅ労働組合との差額との関連の有無、関連するとした場合の根

拠と各項目の金額を明らかにするよう求めた。（甲３３） 

カ 同月２５日以降、会社は、ｘ2に対し、再三にわたり求償金



- 24 - 

 

の支払をすること、及び、誓約書の提出を行うことを求めたが、

組合及びｘ2は、会社に対し、組合、本人共に会社の損害とす

る請求項目、金額について疑問を持っていることなどを理由に

求償金の支払を拒むと通知し、誓約書についても、その提出義

務の根拠が明確でないなどの理由で提出を拒否した。（甲３４

～３７） 

キ 同年１２月１２日、会社は、ｘ2に対し、求償金を支払わず、

誓約書を提出しないことから、ｘ2を業務係とする労働契約の

継続は不可能と判断する旨通知した。（甲５０） 

ク 平成２４年９月４日、会社は、ｘ2に対し、再雇用制度の説

明と意思確認のため、本社へ出張するように指示したが（甲６

９）、同月６日、組合及びｘ2は、会社に対し、再雇用に関す

る問題は団体交渉事項であるとして、出張指示に応じない旨通

知した。（甲７０） 

同月７日、会社は、組合及びｘ2に対し、出張指示を維持す

る旨通知した。（甲７２） 

ケ ｘ2は、会社に対し、頸肩腕症候群で平成２４年９月１０日

から７日間の自宅加療を要するとの診断書を提出した。（乙５

２） 

なお、会社は、ｘ2について、健康診断、人間ドック等で要

再検査ということが何年か続いていたにもかかわらず、再検査

の結果等について報告を受けていなかった。（第１回審問ｙ陳

述ｐ１３） 

コ ｘ2は、荷主であるＣ株式会社が発行する特定作業資格証を

喪失していた。 

 (5) 本件再雇用 

ア 同年１０月２日、ｘ2は、会社に対し、本件再雇用に当たり、

倉敷営業所での業務係を希望するとの再雇用エントリーシート

を提出した。 

同日、会社は、ｘ2に対し、誓約書の提出と求償金の支払に

応じることを再雇用契約締結の条件としたうえで、雇用契約の

内容を記載した再雇用オファーシートを提示した。 
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このオファーシートの「選考基準」の欄には、「健康状態：

頸肩腕症候群、自律神経失調症、メタボリックシンドロームの

精密検査受診指摘について要現状確認」とあった。 

（甲１０、１１） 

イ 平成２４年１１月２９日、組合とｘ2は、異議をとどめつつ

も会社の再雇用条件に応じることとし、同日，ｘ2は、誓約書

を提出し、内勤サポーター職での労働契約書に署名した。また、

同年１２月３日には、ｘ2は、会社に対し求償金を支払った。

（乙５、１５の２） 

再雇用契約の内容は、以下のとおりであった。（甲１２） 

①就業場所 倉敷営業所 

②身分   マスター契約社員 

③業務内容  内勤サポーター職（営業所運営に伴う業務全

般） 

④契約期間 平成２４年１２月１日から平成２５年５月３１

日まで 

⑤勤務時間 １４時から１７時（月から金） 

⑥休日   土曜日、日曜日、祝日 

⑦時給   １，０５０円 

ウ ｘ2の給与額は、定年前に業務係の業務に従事していた平成

２３年７月ないし１１月の平均では月額約４７３，０００円で

あったが、定年後、内勤サポーター職として再雇用された後は、

平成２５年１月ないし７月の平均で月額約７３，０００円とな

っていた。（甲１３、６３） 

エ 会社が、ｘ2を業務係ではなく、内勤サポーター職として再

雇用した理由は、①本件事故が重大であったこと，②誓約書を

提出しなかったこと、③求償に応じなかったこと、④健康状態

に不安があったこと、⑤特定作業資格証を喪失していたこと、

である。 

オ  x2の勤務時間は、同年６月に、１日４時間に変更された。

（第２回審問ｘ2陳述ｐ１７） 

(6) 会社において事故を起こした者に係る再雇用の状況 
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Ａは、平成１６年９月１９日にタンクローリーの横転事故を起

こし、さらに、平成１９年８月３０日及び平成２０年２月１３日

にも接触事故を起こしたが、会社から事故の損害に係る求償を求

められなかった。平成２２年１月末日に定年で退職した後、業務

係として再雇用された。（甲１２０、１２１、乙８９） 

５ 本件転勤命令 

(1) 会社における転勤制度 

会社の就業規則第１４条には、「会社は業務の都合により必要

がある場合には、従業員に対し、転勤、配置転換、職種変更、ま

たは出向を命じることがある。この場合、従業員は正当な理由が

なければ、これを拒むことは出来ない。」と規定されている。

（乙１３） 

また、平成１４年１１月７日に、会社と組合との間で、新規採

用者の雇用条件について交わされた労働協約の第７項において、

「雇用契約時、将来業務の都合（仕事量の増減）により就業場所

の異動（配転）がある事を条件とする。」と規定されている。

（乙６８） 

なお、x1及びx3が入社時に署名押印した雇用契約書にも、業務

の都合（仕事量の増減）による異動に従う旨の記載がある。（乙

２３、２５） 

(2) 本件転勤命令までの経緯 

ア  平成２４年３月１日、会社は、全従業員を対象に「転勤に

関する調査」と題するアンケートを行ったところ（乙３４、

３５、３６）、組合の組合員以外の業務係全員から回答があ

ったが、組合の組合員からの回答はなかった。（乙３２） 

イ  同年１１月７日、組合は、会社に対し、平成２５年の組合

及び各分会役員体制について通知した。これによると、組合

員３１人全員が組合又は各分会において何らかの役職に就い

ていた。ただし、前年の組合及び各分会役員体制では、何ら

かの役職に就いていたのは２６人であり、この時点では、 x3

は非役職者であった。（乙７６の１～７７の２、９２） 

ウ 同月２９日、会社は、組合及びＥ労働組合に対し、年末一時
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金について、平成２５年１月から６か月間の長期出張に組合と

しての協力がある場合、２５０，０００円に３０，０００円を

上乗せして支給する旨提案した。（甲８５、乙２９、３０） 

エ 同年１２月７日、会社及びＥ労働組合は、年末一時金につい

て、長期出張に協力し、Ｅ労働組合の組合員には２５０，００

０円に４０，０００円を上乗せして支給するという内容で合意

した。（乙２８） 

オ 同月１０日、組合は、会社に対し、年末一時金について、長

期出張には異議を留めつつ、一律２５０，０００円で合意する

旨通知した。（甲８８） 

カ 平成２５年１月２８日、会社は、「当社の現状と転勤のお願

い」と題する書面を各営業所に掲示した。この書面には、適正

な労働時間を守ることの重要性、各営業所間で労働時間のアン

バランスが顕著であること、同年２月１日付けで、人員が足り

ない新居浜営業所へ、人員に余剰が出ている尼崎営業所及び四

日市営業所から転勤を指示すること、同年３月１日付けで、人

員が足りない倉敷営業所への転勤のための人選を進めているこ

と、各営業所における車両数と業務係員数の比較と各営業所の

１人１月当たりの平均総労働時間を記した表が記載されていた。

（乙３３） 

キ x3は同年１月３０日に、x1は同月３１日に、それぞれの所属

する営業所の所長から、同年３月１日付けで倉敷営業所へ転勤

するよう通知された。 

x1は、尼ケ塚営業所長から、転勤の理由として、x1の高圧ガ

スの知識や技能が優れていること、x1の家庭に影響を及ぼさな

いこと、転勤は労働組合間のパワーバランスによるものである

ことの３点について説明を受けた。（第１回審問x1陳述ｐ８～

９） 

ク 同年２月１日、組合、x1及びx3は、会社に対し、同年１月２

８日付け「当社の現状と転勤のお願い」と題する文書について、

年末一時金妥結条件による合意に反すること、同一時金妥結時

に組合が表明した説明責任や同意手続が行われていないこと等
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を理由として転勤を辞退する旨通知した。（甲９４、乙４４） 

ケ 同年２月１日、会社は、Ｅ労働組合の組合員であるＦ委員長

及びＨに対し、それぞれ四日市営業所及び尼崎営業所から新居

浜営業所へ転勤を命じた。（乙３７） 

コ 同月４日、会社は、組合に対し、本件転勤命令は業務命令で

あり理解を求める旨通知した。（甲９５） 

サ 同日、x1及びx3は、神戸地方裁判所に、倉敷営業所において

勤務すべき義務のないことを仮に確認することを求める仮処分

命令の申立てを行った。（乙７８） 

シ 同月１４日、x1及びx3は、会社に対し、転勤の再考を求める

旨通知したが、同日、会社は、x1及びx3に対し、転勤を前提と

した上で条件確認や整備を行う用意がある旨回答した。（甲１

０７、１０８） 

 (3) 四日市営業所、尼崎営業所及び倉敷営業所の状況 

ア 平成２２年から平成２４年までの各営業所の１人１か月当た

りの平均総労働時間をみると、倉敷営業所においては、少なく

とも２６０時間を超え、平成２２年は２７０時間を超えていた。

一方、四日市営業所及び尼崎営業所においては、２３０ないし

２４０時間程度となっており、倉敷営業所と比べると短かった。

（乙６２） 

イ 平成２２年から平成２４年までの間の各営業所におけるマン

パワー値（業務係の人数を車両数で除した数値をいう。）をみ

ると、四日市営業所及び尼崎営業所においては、マンパワー値

はおおむね１．０を超え、特に尼崎営業所においては、平成２

４年１２月の時点で１．３８となっていた。 

これに対し、倉敷営業所及び新居浜営業所においては、平成

２４年はほとんどの月でマンパワー値が１．０以下となって

いた。（乙６７） 

なお、国土交通省の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解

釈及び運用について」によると、事業計画に応じた運転者の

選任を行っていくための指針として、事務所全体が無休の場

合においては「運転者≧１．２×車両数」とされていた。（乙
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６６） 

ウ Ｃ株式会社には、ここ数年来の中四国地区の配送業務量増大

に対する対応の必要と、倉敷に所在する液化ガス精製会社であ

る株式会社Ｉにおいて増産による販売拡大により事業拡大の計

画があり、会社は、Ｃ株式会社から中四国地区の配送体制の増

強を依頼されていた。（乙６３） 

このような状況の中、中四国地区にある新居浜営業所へは、

Ｅ労働組合の組合員であるＦ委員長らが配転された。（乙３

７） 

(4) 転勤対象者の人選 

本件転勤命令における転勤対象者についての会社の人選の考え

方は、人員に余剰のある四日市営業所及び尼崎営業所の業務係の

うち、「扶養手当を申請している者」、「配偶者と同居している者」、

「病気療養中の者」を対象者から除外し、さらに、「既に転勤に

応じているＥ労働組合組合員及び非組合員」を対象者から除外す

るというものであった。 

平成２５年１月１５日現在の四日市営業所及び尼崎営業所の業

務係の状況は別表のとおりで、会社の上記人選の考え方に従って

転勤対象者の選考を行うと、転勤の対象者となるのは、四日市営

業所ではx3のみとなり、尼崎営業所ではx1のみとなる。 

（乙８９） 

(5) 本件転勤命令後の状況 

ア 平成２５年３月１日、組合は、x1及びx3に対し、指名ストを

開始させた。指名ストは、同月２９日まで続いた。 

イ 同月２８日、神戸地方裁判所は、x1及びx3が倉敷営業所にお

いて勤務すべき労働契約上の義務のないことを仮に確認する旨

の決定を行った。（甲７） 

ウ 同月２９日、組合は、会社に対し、上記の仮処分決定を受け

て、x1及びx3に対する本件転勤命令を白紙撤回すること、同月

３０日以降、それぞれ尼崎営業所及び四日市営業所で、通常業

務の指示を行うこと等を求めた。（乙４１） 

エ 同年４月１日、x1及びx3が、それぞれ尼崎営業所及び四日市
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営業所に出勤したところ、各営業所の所長は、x1及びx3に対し、

本社の指示として、翌日以降は倉敷営業所への出勤以外は出勤

として認めない旨通知した。（甲１４２） 

オ 同日、会社は、組合に対し、転勤に関する組合の考え方につ

いて説明を求めた。（乙４２） 

カ 同月２日以降、x1は尼崎営業所に、x3は四日市営業所にそれ

ぞれ出勤したが、会社は欠勤扱いとした。 

キ 同月３日、会社は、x1及びx3に対し、倉敷営業所への転勤に

当たっての協議のため、本社に出張するよう指示した。（乙４

５の１・２） 

ク 同日、組合、x1及びx3は、会社に対し、係争中の事案である

ので、同日付けの出張指示には応じられない旨通知した。（乙

４６） 

ケ 同月８日、x1及びx3は、神戸地方裁判所に賃金の仮払いを求

めて仮処分命令の申立てを行った。 

コ 同月２４日、会社は、x1及びx3に対し、転勤の条件等につい

て話し合うため、同月３０日に本社に出張するよう指示したが、

x1及びx3はこれに応じなかった。（乙４８の１・２、８９） 

サ 同年５月２日、会社は、神戸地方裁判所に上記イの決定に対

する不服申立てを行った。 

シ 同年７月４日、上記ケの仮処分命令手続の審尋の席上、裁判

官から暫定解決を促す発言があったことから、同月１６日に団

体交渉が行われた。その中で、ｙは、x1に対し、同月１７日付

けで倉敷営業所から尼崎営業所への再転勤を命じた。（甲１４

２） 

ス 同年８月１９日、神戸地方裁判所は、上記ケの仮処分命令の

申立てについて、会社に対し、x1にあっては９００，０００円、

x3にあっては同年８月から毎月２０日限り３５０，０００円を

仮に支払うよう命じる決定を行った。（甲８） 

セ 会社は、x3に対し、同月２３日付けで、四日市営業所への再

転勤を命じた。その理由は、会社によれば、四日市営業所の業

務が増大傾向となってきたからということであった。（乙３
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９） 

ソ 同月３０日、会社は、上記スの決定に従い、x1及びx3に対し、

仮払金の支払を行った。また、同年９月２０日、x3に対し仮払

金の支払を行った。（乙９８の１・２） 

(6) x1及びx3に係る給与上の措置等 

ア 会社は、x1について、平成２５年３月１日から同年７月１６

日まで約５か月間、x3について、同年３月１日から同年８月２

２日まで約６か月間の賃金を支払わなかった。 

イ 同年７月、会社は、一律２６０，０００円の平成２５年夏季

賞与を従業員に支給したが、本件転勤命令に従って出勤しなか

ったとして、x1については９０，０００円、x3については８０，

０００円の減額を行った。（甲１２２、１２３） 

ウ 平成２６年１月９日、会社は、各営業所管理職に対し、同年

に付与する年休の日数を通知し、その中で、x1が７７日、x3が

９９日欠勤したとして、それぞれ８日、６日の年休の日数を付

与する旨通知した。（甲１２４） 

エ 年休の日数に関する会社の就業規則の規定は、次のとおりで

ある。（乙１３） 

「第３９条 従業員に対する年次有給休暇は次の通りとする。 

年次有給休暇（年次休暇）日数は１月１日現在における従

業員に対し、次の休暇日数を付与する。 

（表略） 

２  前１号にかかわらず、各算定期間の所定労働日におけ

る出勤日数が８割に満たない場合は、年次有給休暇を付

与しない。但し診断書提出の私傷病に限り、出勤日数が

８割に満たない場合でも、各出勤率に応じて次の通り年

次有給休暇を付与する。 

（表略）」 

 

第５ 判断 

１ 会社がｘ2を倉敷営業所の業務係として再雇用しなかったことは、

組合の組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介入に
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該当するか。（争点１） 

(1) 一般に、定年による退職後の再雇用については、退職前の業

務を当然に継続することができるものではなく、希望通りの業

務につくことができないことが、当然に「不利益な取扱い」に

該当するものではない。 

しかしながら、高年齢者の雇用の安定等に関する法律第９条が

定める高年齢者雇用確保措置の趣旨に照らすと、定年後の再雇用

は純然たる新規雇用とは異なり、定年前の雇用関係との連続性が

あるとみるべきこと、加えて、被申立人会社における再雇用制度

の運用において、従来、労働者の希望が考慮されていたとみるこ

とができることを勘案すると、業務係で勤務してきた労働者に対

して、再雇用後の業務内容として引き続き業務係を希望している

にもかかわらず、その労働者が労働組合の組合員であること、又

は労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、賃金が大幅に

減額される内勤サポーター職〔第４の４(5)ウ〕に従事させる場

合には、労組法第７条第１号の不利益取扱いに該当すると解すべ

きである。 

(2) 労働組合の正当な行為 

申立人らは、ｘ2が、本件再雇用に係る労働契約書に署名する

直前まで、本件事故に係る求償や誓約書の提出に応じなかった行

為を「労働組合の正当な行為」であると主張し、会社は、これを

否定するので、これについて判断する。 

組合は、会社に対し、求償について抗議をしたり、誓約書の提

出の根拠について説明を求めたりしていることからすると、組合

員であるｘ2がこの組合の方針に従って、求償や誓約書の提出に

応じなかったこと〔第４の４ (4)イ、ウ、カ〕は「労働組合」の

行為と評価することができ、かつ、その行為は、組合員の経済的

地位の向上に関係するものとして正当なものといえるので、「労

働組合の正当な行為」ということができる。 

(3) 本件再雇用の合理性 

ア 会社は、ｘ2との再雇用契約において、業務内容を業務係と

しなかったことについて、以下のような理由で合理性があり、
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組合嫌悪の意図によるものではないと主張するので、それぞれ

について順次判断する。 

イ 重大な事故 

本件事故は、ｘ2が短い車間距離で自車を走行させ、ブレー

キを掛けたが間に合わずに衝突したという単純な事故というこ

とができ、ｘ2車の修理に要した費用等の直接費用が１，８３

６，３４５円であること〔第４の４ (2)ア〕からすると、会社

が重大な事故と評価したのには、それなりの理由がある。 

ウ 誓約書の不提出 

会社が提出を求めた誓約書の内容は、会社との労働契約期間

中に業務係として仕事をするときは、コンプライアンスと「事

故不祥事」を起こさないことを目的としたもので、安全運転及

び事故防止が重要な課題である運送会社において、ごく常識的

な内容のものであり、しかも会社は、誓約書の提出を、組合の

組合員だけではなく、全従業員に対し求めていた〔第４の４

(4)エ〕。 

エ 求償に応じないこと 

ｙは、社長就任後、安全推進のための取組を推進し、求償の

運用についても整備したところであり〔第４の２ (2)〕、平成２

３年２月４日、「事故不祥事惹起の際の取扱いについて」と題

する文書を従業員に対し通知したこと〔第４の４ (3)〕が認め

られる。 

本件における求償は、この通知に基づき、上記のような事故

を起こしたｘ2に、修理に要した費用等の直接費用と間接費用

の合計額２，４９３，５０５円のうち、会社が保険を適用した

際に自己負担した金額１２０，０００円の約３分の１の３６，

０００円を求償したものであって、ｘ2に対し特に酷な措置と

はいえない。 

オ 健康状態 

ｘ2が、頚肩腕症候群に罹患していること、ｘ2の再検査の結

果、経過を観察するべき事情が存在していたこと〔第４の４

(4)ケ〕からすると、会社が、ｘ2の健康状態に関して不安を抱
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いたことには、それなりの理由がある。 

カ 小括 

以上のことを総合すると、会社がｘ2に対し、内勤サポータ

ー職として再雇用をしたことについては、一応の理由があると

いうことができる。 

なお、会社は、ｘ2の特定作業資格証の喪失も本件再雇用の

評価に加えているところ、これについて、組合は,資格の再取

得のための受講を禁止しているから受講できないと主張するが、

かりにこの組合の主張を認めたとしても、上記の評価を覆すも

のではない。 

また、申立人らは、これまで会社において、業務係として定

年後の再雇用を希望した者は全て業務係として再雇用されてい

たと主張するところ、大きな事故を起こしたにもかかわらず業

務係として再雇用されたとするＡの事例は、平成２３年２月４

日に、上記「事故不祥事惹起の際の取扱いについて」を会社が

通知する前のものであり〔第４の４ (6)〕、通知が出された後に

事故を起こしたｘ2の事例の先例とはならないので、組合の主

張は失当である。 

(4) 不当労働行為意思 

申立人らは、ｙは、これまでの組合との関係を変えなければな

らないとの認識をもっており、これが組合嫌悪の動機となってい

ると主張する。 

確かに、ｙが社長に就任してから、会社と組合との間で、不当

労働行為事件や裁判所での民事事件が多数争われている事実〔第

４の３〕が認められ、組合と会社との間の労使関係が厳しい対立

状況にあると認められる。また、ｙの組合及びｘ2ら組合の組合

員に対する強硬な対応からは、反組合的な意図がうかがえる部分

もある。 

しかしながら、会社と組合との厳しい対立状況は、会社が、そ

の経営状況の改善を目指し、親会社の意向にも沿いながら、運送

会社として当然に必要とされる安全走行の実現等の社会的責任を

果たすために諸施策を実施しようとするものであるところ、それ
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が労働組合の方針と一致しないことに起因した部分も多く、これ

だけから会社の組合嫌悪の意図を認めることは適切ではない。会

社がｘ2に誓約書の提出を求めたり、事故に対する厳しい姿勢を

示すために相当の金額の求償をしたりすることも、会社のこうし

た経営施策の一環であり、上記のように一応の合理性が認められ

ることからすると、会社の要請に応じなかったｘ2を業務係につ

けなかったことを、組合嫌悪の意図によるものと認めることは妥

当ではない。 

(5) 不当労働行為の成否 

以上のとおり、会社が、ｘ2を内勤サポーター職として再雇用

したことは、ｘ2の組合活動を嫌悪してなされた不利益取扱いと

は認められず、したがって、組合に対する支配介入があったもの

と認めることもできない。 

２ 会社によるx1及びx3に対する平成２５年３月１日付け本件転勤命

令は、組合の組合員に対する不利益取扱い及び組合に対する支配介

入に該当するか。（争点２） 

(1) 本件転勤命令が、労組法第７条第１号の不利益取扱いに該当

するためには、本件転勤命令が同号本文の「不利益な取扱い」に

該当し、かつ、本件転勤命令が、x1及びx3が労働組合の組合員で

あること、又は労働組合の正当な行為を行ったことの故をもって

なされたといえることを要するので、以下順次判断する。 

(2) 本件転勤命令の不利益性 

x1は、尼崎営業所の敷地内にある主たる事務所で組合の非専従

の書記長として組合活動を行っており、x3は、組合の四日市分会

の書記次長として同分会の組合活動を行っていた〔第４の１ (3)、

(4)〕。 

本件転勤命令は、x1及びx3をそれぞれ尼崎営業所及び四日市営

業所から倉敷営業所へ転勤させるものであり、それぞれ組合又は

組合の分会の役職として組合活動を行っていることから、組合又

は組合の分会の組合活動への影響はあるといえるので、本件転勤

命令には、不利益性が認められる。 

(3) 転勤の必要性 
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会社の就業規則第１４条及び労働協約第７項は、会社は業務の

都合により必要がある場合には、転勤を命じることができる旨定

めている〔第４の５(1)〕。 

会社は、倉敷営業所では１人１か月当たりの平均総労働時間が

長いのに対して、四日市営業所及び尼崎営業所にあっては短いと

いう事情があり、また、平成２２年から平成２４年までの間の各

営業所におけるマンパワー値は、倉敷営業所よりも、四日市営業

所及び尼崎営業所の方が高く、そのため、四日市営業所及び尼崎

営業所から倉敷営業所に従業員を転勤させる必要性があり、また、

会社の親会社であるＣ株式会社からも、中四国地区の配送体制の

増強を依頼されていたため、業務上の必要性があったと主張する。 

前記認定事実からすると〔第４の５ (3)〕、各営業所における人

員数のバランスを図るために、また、Ｃ株式会社の依頼もあるこ

とから、四日市営業所及び尼崎営業所から各１人ずつの人員を倉

敷営業所へ配転することについて、業務上の必要性があるとした

会社の判断は、一定の合理性が認められる。 

(4) 人選の合理性と不当労働行為意思 

会社は、x1及びx3を転勤対象者としたことについては、人員に

余剰のある四日市営業所及び尼崎営業所の業務係のうち、「扶養

手当を申請している者」、「配偶者と同居している者」、「病気療養

中の者」を対象者から除外し、さらに、「既に転勤に応じている

Ｅ労働組合組合員及び非組合員」を対象者から除外するという基

準を適用した結果であると主張する。 

確かに、このような人選基準は、家族関係や本人の健康に対す

る影響ができるだけ小さい者を選ぶという点で、一応の合理性は

あるといえる。 

しかしながら、x1についてみると、x1が、組合の書記長として、

組合の実務を取り仕切り、民事事件や不当労働行為事件を遂行す

るために神戸地方裁判所や当委員会に出向くなど、組合活動の中

心人物であり〔第４の１ (3)〕、主たる事務所がある尼崎営業所か

ら倉敷営業所へ転勤することにより、神戸地方裁判所や当委員会

に出向くことに多大な時間を要し、組合活動に重大な影響が存す
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ることが容易に予想されることを考慮すると、会社は、転勤対象

者の人選をするうえで、こうした組合活動への重大な影響に配慮

すべきであったといえる。そうした配慮をしないままx1を転勤対

象者とした以上、これは、x1が労働組合の中心人物であるが故の

不当労働行為意思をもって転勤させたと判断せざるを得ない。 

なお、既に転勤に応じているＥ労働組合の組合員や非組合員か

ら対象者を選出すれば、これらの者だけに過大な負担を負わせる

ことになり適切でないと会社が考えたことにも相当な理由はある

といえるが、そうであるからといってx1の転勤が不当労働行為意

思によるとの判断を覆すものではない。 

他方、x3については、x3が、組合の四日市分会の書記次長であ

ること〔第４の１ (4)〕、下車勤務命令について会社及びｙに対し

損害賠償請求の支払等を求める訴訟を提起していたこと〔第４の

３〕は認められるものの、x3は組合活動の中心であったと認める

に足る疎明はなく、したがって、会社がx3の組合活動を嫌悪して

本件転勤を命じたとまでは認めることができない。 

(5) 不当労働行為の成否 

ア x1に対する本件転勤命令について 

本件転勤命令には、転勤の必要性は認められるものの、x1に

対する転勤命令は、会社の不当労働行為意思によりなされた

ものということができるので、労組法第７条第１号の不利益

取扱いに該当する。 

また、組合の組合活動の弱体化を図ったものということもで

きるので、労組法第７条第３号の支配介入にも該当する。 

イ x3に対する本件転勤命令について 

x3に対する転勤命令については、会社の不当労働行為意思に

よりなされたものということができないので、労組法第７条

第１号の不利益取扱いには該当せず、したがって、労組法第

７条第３号の支配介入にも該当しない。 

３ 会社によるx1及びx3に対する平成２５年夏季賞与の減額及び平成

２６年年休の日数の削減は、組合の組合員に対する不利益取扱い及

び組合に対する支配介入に該当するか。（争点３） 
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上記２で判断したとおり、x1に対する本件転勤命令は不当労働行

為に該当するのであるから、本件転勤命令を拒否した x1を欠勤扱

いにして、平成２５年夏季賞与の減額及び平成２６年年休の日数

の削減をすることも、不当労働行為に該当する。 

一方、x3に対する本件転勤命令は不当労働行為には該当しないの

であるから、x3に対する平成２５年夏季賞与の減額及び平成２６

年年休の日数の削減についても、不当労働行為には該当しない。 

 

第６ 救済の方法 

１ x1に対する本件転勤命令は、不当労働行為と認められるが、既に、

x1は、平成２５年７月１７日付けで元の職場へ転勤しており、x1に

対する本件転勤命令を撤回することについては、救済利益は認めら

れない。 

２ 申立人らは、謝罪文の掲示及び手交を求めているが、本件につい

ては適切ではない。 

 

第７ 法律上の根拠 

以上の認定した事実及び判断に基づき、当委員会は、労組法第２

７条の１２及び労働委員会規則第４３条の規定を適用して、主文の

とおり命令する。 

 

平成２７年４月２３日 

 

兵庫県労働委員会 

 

会長  滝 澤 功 治 ㊞ 
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別表 四日市営業所及び尼崎営業所の人員構成 

 

四日市営業所 

氏名 既婚者 
同居親族 
扶養手当 
申請者 

単身者 
所属労働 
組合等 

備考  

a ○  ○   非組合員 平成 24年転勤(倉敷 ) 

b ○  ○   非組合員  

c ○  ○   組合   

d ○  ○   組合   

e ○  ○   組合   

x3 ○   ○  組合  既婚だが同居していない 

f ○  ○   組合   

g ○  ○   Ｅ労働組合  

h   ○  Ｅ労働組合 転勤場所検討 

i  ○  ○  Ｅ労働組合  

j ○  ○   Ｅ労働組合  

k ○    Ｅ労働組合  

l ○  ○   Ｅ労働組合  

m ○  ○   Ｅ労働組合  

n ○  ○   Ｅ労働組合 平成 25年転勤(新居浜) 

o ○  ○   Ｅ労働組合 平成 24年転勤(新居浜) 

p   ○  Ｅ労働組合 
要介護両親と同居 

転勤場所検討 

q ○  ○   Ｅ労働組合 マスター契約者 

r   ○  Ｅ労働組合 内勤事務者 

 

尼崎営業所 

氏名 既婚者 
同居親族 
扶養手当 
申請者 

単身者 
所属労働 
組合等 

備考  

ａ    ○  非組合員 病気要観察中 

ｂ  ○    組合   

ｃ  ○  ○   組合   

ｄ  ○  ○   組合   

ｅ  ○  ○   組合   

ｆ  ○  ○   組合   

x1   ○  組合   

g ○    組合   

h ○  ○   Ｅ労働組合  

I ○    Ｅ労働組合 契約社員 

j ○    Ｅ労働組合 
契約社員 

平成 25年転勤(新居浜) 

 


